
住吉区区政会議の運営状況（令和６年 10 月１日～令和７年９月 30 日） 

 

 

 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例（以下「条例」という。）第 11 条第

2 項の規定及び同項に基づく市規則の規定に基づき、令和６年 10 月１日から令和７

年 9 月 30 日までの期間（以下「対象期間」という。）に係る住吉区区政会議の運営状

況を次のとおり公表します。 

 

 

第１号関係 

⑴ 対象期間において委員であった者の氏名及び委員であった期間 

・住吉区区政会議委員名簿（敬称略・50 音順） 

氏名 選定事由等 委員の期間 

岩根 麻琴 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

鍜治本 七重 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

河嶋 利彦 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

栗野 由佳 住吉区 PTA 協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

小寺 正人 住吉区子ども会育成連合協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

権藤 純 一般社団法人大阪市住吉区医師会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和６年９月 30 日まで 

齋木 進太朗 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

繁田 文三 住吉地区保護司会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

菅原 正二 住吉区民生委員児童委員協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

田中 貞夫 住吉区商店会連盟 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

谷山 圭子 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

佃井 敏通 住吉区身体障害者団体協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 



辻野 けんま 区長推薦（大阪公立大学大学院 文学研究科

准教授） 

令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

豊嶋 貴子 住吉区青少年指導員連絡協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

中野 薫 住吉区老人クラブ連合会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

仲本 房司 住吉区地域振興会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

浜田 眞里子 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

東 美智代 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

福留 千佳 住吉区社会福祉施設連絡会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

桝野 隆平 公募 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

松田 健 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会 

推薦 

令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

山下 保一 住吉区地域活動協議会 推薦 令和７年７月５日から 

令和７年９月 30 日まで 

和田 勍子 住吉区地域活動協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

渡邊 博彦 住吉区地域活動協議会 推薦 令和６年 10 月１日から 

令和７年７月４日まで 

綿森 咲子 公募 令和７年４月１日から 

令和７年９月 30 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号、第３号関係 

⑵ 区政会議の開催日の日時、場所及び委員に意見を求めた事項 

・令和６年度第３回住吉区区政会議開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 
条例上の 

根拠規定 

令和７年１月 30 日（木） 

午後６時 30 分～８時 45 分 

住吉区役所 

４階大会議室 

・令和７年度住吉区運営方針（案）につ

いて 

条例第５条 

第１項 

 

・令和７年度第１回住吉区区政会議開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 
条例上の 

根拠規定 

令和７年７月３日（木） 

午後６時 30 分～８時 33 分 

住吉区役所 

４階大会議室 

・令和６年度住吉区運営方針の振り返

りについて 

・令和 7 年度住吉区運営方針改定につ

いて 

条例第５条 

第１項 

 

・令和７年度第２回住吉区区政会議開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 
条例上の 

根拠規定 

令和７年９月 25 日（木） 

午後６時 30 分～８時 42 分 

住吉区役所 

４階大会議室 

・「世代を超えた交流や、人と人がつな

がるためのコミュニティづくり」につ

いて 

・「お互いに助けあって生活していると

実感できるためには」について 

・「住吉区の魅力と地域資源を活かした

アイデア」について 

条例第５条 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号関係 

⑶ 条例第９条第１項に基づき区長が講じた措置の内容 

・該当なし 

 

 

第 5 号関係 

⑷ 条例第 10 条第１項に基づく決議について、当該決議があった日及び当該決議の内

容並びに当該決議に対し区長が措置を講じた措置の内容もしくは進捗状況、今後措置

を講じないこととした場合はその理由、検討中の場合はその状況 

・該当なし 

 

 

第６条関係 

⑸ 区長が区政会議の部会を開催した場合にあっては、部会の名称、開催日の日時、

場所、出席した委員の氏名、委員に意見を求めた事項 

・該当なし 


